
美濃加茂市公告第１８号 

 

前平公園公募設置管理制度導入可能性検討業務に係る公募型プロポーザル方

式実施要領 

 

 前平公園公募設置管理制度導入可能性検討業務公募型プロポーザル方式を以下の

とおり実施する。 

 

  令和４年１０月３日 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

 

１ 発注主管課  美濃加茂市建設水道部土木課 

 

２ 業務概要 

 (1) 業 務 名 前平公園公募設置管理制度導入可能性検討業務 

(2) 業務場所 美濃加茂市前平町３丁目地内 

(3) 履行期間 契約締結日から令和５年１２月２８日まで 

(4) 目  的 市が管理・運営する前平公園について、より一層の利用促進と効

率的・効果的な整備・運営・維持管理を図るため、公募型の方法

により、当該公園の整備や維持管理、運営を一体的に担わせる民

間事業者を選定し、官民連携事業手法による展開を図ることを計

画している。民間事業者の募集・選定に際し、事業の適正かつ確

実な実施のため、官民連携事業の進捗に必要となる高度な技術力

を有し、民間活力を活用した事業手法に関する幅広い知識や専門

的能力を有する専門家からの支援を受けることを目的とする。 

(5) 業務内容 別紙「前平公園公募設置管理制度導入可能性検討業務特記仕様書」

のとおりとする。 

(1) 上位計画の位置づけ整理 

(2) 計画準備及び前提条件の整理 

(3) 施設の機能整理及び配置検討 

       (4) 運営計画の検討 

       (5) 事業スキームの検討 

       (6) サウンディング調査実施支援 

       (7) 総合評価及び課題の整理 

         

３ 参加資格 

参加事業者は、次の要件を全て満たしていること。 

(1) 美濃加茂市プロポーザル方式等実施要綱（令和元年度美濃加茂市告示第２３



号。以下「要綱」という。）第４条第１項各号に規定する者であること。 

(2) 美濃加茂市競争入札参加資格者名簿（以下「参加資格者名簿」という。）に登

録されていない者であっても、要綱第４条第２項に規定する書類を参加表明書

に添付し、参加することができる。ただし、契約の相手方となったときは、契

約締結時までに参加資格者申請をするものとする。 

(3) 過去５年間（平成２９年４月１日から令和４年３月３１日までの期間）に、

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１

年法律第１１７号）に基づく事業に関する導入可能性調査業務及びアドバイザ

ー業務のうち、都市公園を事業対象とした業務若しくは都市公園法に基づく公

募設置管理制度（Park-PFI）に関連する業務又は本業務に類似する業務の受注

実績がある者であること。 

(4) 管理技術者及び照査技術者は、技術士登録の総合技術監理部門（建設-都市及

び地方計画）又は建設部門（都市及び地方計画）、ＲＣＣＭ（都市計画及び地方

計画）若しくは建築士法による１級建築士のいずれかの資格を有する者を配置

すること。 

 

４ 失格要件 

参加表明書を提出してから受注者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当

した場合は、失格又は審査の対象より除外し、その理由を付して文書で通知するも

のとする。 

(1) 参加資格要件を満たさないこととなったとき。 

(2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

(3) 一つの参加事業者が複数の提案を行った場合 

(4) 提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。 

(5) 参加承諾届又は提案書等に虚偽の内容が記載されている場合 

(6) 参加事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 

(7) 会社更生法の適用申請等により、契約の履行が困難と認められる状態に至っ

た場合 

(8) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合  

(9) 著しく信義に反する行為があった場合  

 

５ 参加に関する留意事項 

(1) 参加事業者は、提案書等の提出をもってこの実施要領の記載内容を承諾した

ものとみなす。  

(2) 参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とする。  

(3) 提案した内容は、実現を約束したものとみなす。  

(4) 参加事業者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は、作成者に帰属

する。ただし、採用した提案書等の著作権は、市に帰属する。採用・不採用に



関わらず、市は本プロポーザルの報告、公表等のために必要な場合は、提出書

類等の内容を無償で使用できる。  

(5) 参加事業者から実施要領に基づき提出される書類は、提出期間に限り補正す

ることができる。提出期間終了後は変更することができないものとし、また、

その理由如何に関わらず提案書等の返却はしない。  

(6) 市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また記載内容に関する聞

き取り調査を行うことがある。  

(7) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、美濃加茂市情報公開条

例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）に基づき、提案書等を公開すること

がある。 

(8) 提案書等の提出は１社につき１件とし、複数案件は認めないものとする。 

(9) 本プロポーザルを遂行する上で知りえた情報及び内容を発注者の許可なく第

三者に漏らしてはならない。これは、本プロポーザルの終了後も同様に適用す

る。 

 

６ スケジュール （実施要項１０月３日公告） 

参加表明書の提出期限 令和４年１０月１７日(月)１７時まで 

質問の受付 令和４年１０月３日(月)９時から 

令和４年１０月１４日(金)１７時まで 

質問の回答 令和４年１０月２０日（木）  

提案書等の提出期間 令和４年１０月２１日(金)９時から 

令和４年１０月３１日(月)１７時まで 

第１次審査（書類審査） 令和４年１１月８日(火)  

※提案者が５者以下の場合は、１次審査

を省略する。 

第２次審査（プレゼンテーション及び

ヒアリング） 

令和４年１１月２２日(火) （予定） 

 

契約の締結 令和４年１２月中旬 （予定） 

 

７ 参加表明書の提出 

(1) 提出書類   

①公募型プロポーザル方式等参加表明書（様式第１号） 

（様式はホームページで取得すること。窓口では配布しない。） 

なお、参加資格者名簿に登録されていない者の場合は、要綱第４条第２項

に規定する以下の書類も提出すること。 

・履歴事項全部証明書（法人又は商号登記している個人のとき。） 

・身分証明書（商号登記していない個人のとき。） 

・直近の事業年度における財務諸表等の写し 



・国税の納税証明書（法人にあっては法人税、個人にあっては申告所得税

に係るものかつ消費税及び地方消費税に係るもの） 

・参加しようとする事業所の所在地における市町村税の完納証明書 

②事業者の業務実績調書（様式第３号） 

③管理技術者及び照査技術者調書（様式第４号） 

(2) 提出先   

土木課への持参。提出期間は、令和４年１０月３日（月）午前９時から令和４

年１０月１７日（月）午後５時までとする。 

(3) 参加資格の認定及び通知 

参加資格の認定は、令和４年１０月１９日（水）をもって行うものとし、その

結果は、令和４年１０月２０日（木）に通知する（郵送）。 

(4) 参加資格が認められなかった者に対する理由の説明 

参加資格が認められなかった者は、令和４年１０月２６日（水）までに書面に

より理由について説明を求めることができる。説明を求められたときは、令和

４年１０月３１日（月）までに書面により回答する。 

 

８ 質問の受付・回答 

(1) 提出方法 参加事業者は、法人名、担当者名、担当者連絡先及び質問内容を

簡潔にまとめ、ファックス又はＥメールで提出するものとし、送

信時には必ず電話で受信の確認を行うものとする。 

(2) 提出先  土木課 TEL：０５７４－２５－２１１１（内４０２）  

FAX：０５７４－２７－３７６４ 

e-mail：doboku@city.minokamo.lg.jp 

(3) 回答方法 質問はまとめてＥメールにより全参加事業者へ回答する。なお、

軽易な事項（実施要領や仕様書の記載内容の確認等）については、

その都度個別に回答することがある。なお、質問の内容によって

は回答しない場合がある。 

 

９ 提案書等の提出 

(1) 提出書類 

「プロポーザル等提案書（様式第２号）」により提出すること。 

参加表明書の提出時にすでに提出した書類についても改めて提出すること。 

  ①プロポーザル等提案書（様式第２号） 

  ②事業者の業務実績調書（様式第３号） 

  ③実施体制調書（様式第５号） 

   ④管理技術者の業務実績調書（様式第６号） 

   ⑤担当技術者の業務実績調書（様式第６号） 

      ⑥技術提案書（任意様式） 



Ａ４サイズの任意様式で作成すること。文字サイズは１１ポイント以上と

すること。技術提案書は１０ページ（表紙及び目次を除き、図表等を含む。

両面印刷で５枚）を上限とする。 

  ⑦見積書（任意様式） 

(2) 提出先 

土木課への持参に限る。提出期間は、令和４年１０月２１日（金）午前９時

から令和４年１０月３１日（月）午後５時までとする。 

(3) 提出部数 

１１部（正本１部、副本１０部：Ａ版、両面印刷、ホチキス止めとする。）フ

ァイル綴じ込み等製本はしないこと。 

 

１０ 審査委員会 

プロポーザルの審査は、前平公園公募設置管理制度導入可能性検討業務公募型

プロポーザル方式審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 

 

１１ 審査手順 

(1) 書類審査（第１次審査）  

審査委員会は、提案書等について、１２審査基準に示す審査基準に従って評

価を行い、得点の合計が最も高い提案から上位５事業者を選考する。ただし、

参加事業者が５事業者に満たないとき又は評価の低い参加事業者が複数あると

きは、５事業者に満たない参加事業者を選考することがある。 提案者が５者以

下のときは、第１次審査を省略することができる。 

(2) プレゼンテーション及びヒアリング（第２次審査） 

第１次審査を通過した参加事業者を対象に、次の時間配分により第２次審査

を実施する。審査の順番については、原則として提案書等の受付順とする（第

１次審査後に通知する）。開始時間及び場所は、第１次審査通過者に別途通知

する。 

プレゼンテーション ２０分以内 

ヒアリング     ２０分以内 

※パワーポイント等のパソコンを利用する場合は、各自持参すること。 

※参加事業者は、事業計画書の内容を説明するためにスクリーン等を使用す

ることができる。これらを使用する場合は事前にその旨を市に連絡するこ

と。 

※市はスクリーン及び電源コンセントは用意するが、それ以外に必要な機材

（パソコン、プロジェクター、ポインター、ケーブル等）は参加事業者が

準備すること。 

(3) 審査の結果  

第１次審査及び第２次審査の最低基準点は満点の７０％とする。審査結果は、



全参加事業者に文書で通知する。また、最終審査結果は、市のホームページ上

でも公表する。 

第１次審査及び第２次審査において、各参加事業者の点数は、各審査委員が

採点した合計点数の全審査委員の合計とする。ただし、参加事業者ごとの評価

点数のうち最高点数と最低点数を除いた上で合計点を算出するものとする。な

お、最高点数又は最低点数が複数存在する場合でも、最高点数１つ、最低点数

１つのみとする。 

審査の結果、最優先候補者又は次点者が複数ある場合は、同点の者を比較し

て、技術提案に対する評価の高い順に順位をつける。技術提案に対する評価も

同点の場合は、企業実績評価の高い順、企業実績も同点の場合は、参考見積評

価の高い順に順位をつける（同点の場合の比較は、前述の最高点数又は最低点

数の削除は行わずに集計した上で比較する）。 

 

１２ 審査基準 

 審査における評価項目及び配点は次のとおりとする。 

(1) 企業実績 

①業務遂行技術力・・・配点（１次審査２０点、２次審査１０点）  

    過去５年間の同種業務実績が何件あるか。 

②業務実施体制・・・配点（１次審査１０点、２次審査５点）  

    本業務の実施体制は適切であるか。 

(2) 管理技術者の技術力 

①技術者資格・・・配点（１次審査３０点、２次審査１５点） 

管理技術者は技術者資格を有しているか。 

   ・技術士資格（総合技術監理部門「建設-都市及び地方計画」又は建設部門 「都

市及び地方計画」）、ＲＣＣＭ資格（「都市計画及び地方計画」）若しく

は一級建築士を有する。 

②実務実績・・・配点（１次審査３０点、２次審査１０点） 

管理技術者は、過去５年間に同種業務実績が何件あるか。 

(3) 担当技術者の技術力 

①技術者資格・・・配点（１次審査１０点、２次審査５点） 

担当技術者は技術者資格を有しているか。 

   ・技術士資格（総合技術監理部門「建設-都市及び地方計画」又は建設部門 「都

市及び地方計画」）、ＲＣＣＭ資格（「都市計画及び地方計画」）若しく

は一級建築士を有する。 

②実務実績・・・配点（１次審査１０点、２次審査５点） 

担当技術者は、過去５年間に同種業務実績が何件あるか。 

※担当技術者調書に記載してある技術者で評価するが、複数人の場合、上記

①②の合計で最も高得点となる技術者を評価の対象とする。 



(4) 技術提案に対する評価 

①業務実施方針・・・配点（１次審査１５点、２次審査１０点） 

本業務の目的及び内容並びに前平公園の現状及び課題について理解されてお

り、実施可能な工程及び体制が提案されているか。 

   ②技術提案・・・（１次審査１５点、２次審査１０点） 

    本業務に対する理解が十分で、提案内容が条件と整合性が図られてい

るか。 

   ③提案の実現性・・・（１次審査１５点、２次審査１０点） 

    提案内容が理論的、効率的かつ効果的であり、現実性があるか。 

   ④独創性・・・（１次審査１５点、２次審査１０点） 

    工学的知見に基づく提案、実情や課題を踏まえた独創的な提案がある

か。 

(5) コスト削減 

①コスト削減に対する取組・・・配点（１次審査３０点、２次審査１０点）  

    見積価格が上限額の範囲内であり、かつ、提案内容と価格を比較した

場合、   

       本事業の目的達成への寄与度が優れているか。 

  

１３ 業務価格の上限 

 この前平公園公募設置管理制度導入可能性検討業務にかかる概算業務価格の上限

は下記のとおりとし、提案書等で提出された金額をもとに、候補者から見積書を徴

取して契約を締結する。 

 

  １２，９９１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

１４ 契約の締結 

審査により、候補者として決定した者と契約締結の交渉を行う。ただし、当該交

渉が不調のときは、次点者と契約締結の交渉を行う。なお、契約書は、仕様書及び

提案書等に基づいて決定するものとし、当初仕様書に変更が生じる可能性があるこ

とから柔軟に対応すること。 

 

１５ その他 

(1) 提案書等の作成及び提出等プロポーザルの参加に要する経費は、すべて参加

事業者の負担とする。 

(2) プロポーザル及び契約の手続き並びに業務の実施において、使用する言語は

日本語とし、使用する通貨は円とする。 

(3) 提案書等については、期限後の提出、差し替え等は認めない。 

 


